
                        

 

 

認定こども園もみじ幼稚園 重要事項説明書  

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  学校法人  聖公会紅葉幼稚園  

事業者の所在地  上越市西城町３丁目９－１７  

事業者の連絡先  ０２５－５２３－２４６３  

代表者氏名  理事長  石田  雅嗣  

 

（２）施設の概要  

種別  認定こども園 (幼稚園型 )   

名称  認定こども園  もみじ幼稚園  

所在地  上越市西城町３丁目９－１７  

連絡先  

（電話番号）０２５－５２３－２４６３  

（ＦＡＸ番号）０２５－５２２－６４６８  

施設長氏名  園長  諸岡  研史  

開設年月日  １９８４年１０月１２日  

利用定員  

 １号   ４５人  

２号３号  ３０人  

園の基本理念・方針  

「建園の精神」  

幼児の生命と人格を尊重し、  

個々の内に与えられている能力を充分に伸ばさせる。  

 

「教育目標」  

学校法人聖公会紅葉幼稚園はキリスト教主義により幼児の自然的発

育を助成し、心身の健全なる発達と善良なる性格、豊かなる情操を

涵養する事を保育の目的と致します。  
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（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  １９２６㎡  

園庭  ８６４㎡  

園舎  

構造  鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建て  

延べ   ６２２㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

保育室  ５室  

どんぐり組：０歳児クラス   ひよこ組：１歳児クラス  

いちご組：２歳児クラス  さくらんぼ組：３歳児クラス  

ひまわり組：４歳児クラス   ゆり組：５歳児クラス  

遊戯室   １室   

給食室   １室   

職員室   １室   

応接室   １室   

未就園児の部屋  １室   

延長保育の部屋  １室   

 

（５）職員体制  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  １人  人   １人  オリーブこども園と兼任  

主幹教諭  ２人  ２人  人   

教諭  １１人  ５人   ６人   

事務   １人   １人   人   

栄養士   １人   １人   人   

調理員   ２人   人   ２人   

  人   人  人   

  人   人   人   
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（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】  

 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  
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提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

保育時間  教育標準時間  ８時３０分～１４時３０分（６時間）  

預かり保育  保育時間     

朝：７時３０分～８時３０分  

夕：１４時３０分～１８時３０分  

土曜：８時３０分～１２時００分 (予約制・有料 ) 

休園日  

日曜日・土曜日・祝日   

夏季  (７月２６日～８月２４日 ) 

冬季  (１２月２５日～１月６日 ) 

春季  (３月２６日～４月４日 ) 

※長期休園中であっても、保育認定開園日は登園可能  

 保育時間ならびに預かり保育時間は同じ。  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  ７時３０分～１８時３０分（１１時間）  

保育短時間  ８時００分～１６時００分 (８時間 ) 

延長保育  

保育標準時間     

朝：設定なし  

夕：設定なし  

保育短時間  

朝：７時３０分～８時００分  

夕：１６時００分～１８時３０分  

開所時間  

月～金曜日  ７時３０分から１８時３０分  

土曜日  ８時３０分～１２時００分 (予約制 ) 

休園日  

日曜日・祝日  

お盆 (８月１３日～８月１６日 ) 

年末年始 (１２月２９日～１月３日 ) 



                        

 

 

（７）利用料等  

【１号認定子ども（教育標準時間認定 ３・４・５歳児）】  

 

利用者負担  利用子どもが移住する市町村が定める利用者負担  (保育料 ) 

上乗せ徴収  施設費  １月あたり  １，２００円  

実費徴収  

給食費  (主食費 800 円含 ) １月あたり  ５，５００円  

教材費  １月あたり  １，５００円  

通園バス会費  申込金  申込時１回  ２，０００円  

通園バス会費  １月あたり  ３，０００円  

冷暖房費  １月あたり  ５００円  

行事費   実費  

保護者会費  １月あたり  ５００円  

卒園積立金  １月あたり  ２００円  

預かり保育に係る費用  

(無償化対象の方以外 )  

※無償化の対象となるために

は、要件があり、認定を受ける

必要があります。  

早朝７時５９分まで  

早朝８時～８時１４分まで  

1 回あたり  

１回あたり  

１００円  

１００円  

１５時０１分～１８時３０分  

１時間ごと

1月あたり上限 

   １００円  

５，０００円  

おやつ  １６時頃おやつがあります    １回あたり      ５０円  

長期休業中  早朝保育と１５時以降の預かり保育は平常と同じ料金

ですが、別途下記料金が加算されます。  

８時３０分～１２時００分  

各１回あたり  各１００円  

１２時０１分から１５時００分  
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【２号認定子ども（保育認定 ３・４・５歳児〈標準時間・短時間〉）】  

利用者負担  利用子どもが移住する市町村が定める利用者負担  (保育料 ) 

上乗せ徴収  施設費  １月あたり  １，２００円  

実費徴収  

給食費  (主食費 800 円含 ) 

標準時間おやつ含  ６，３００円  

短時間  ５，５００円  

教材費  １月あたり  １，５００円  

冷暖房費  １月あたり  ５００円  

通園バス申込金  申込時１回  ２，０００円  

通園バス会費  １月あたり  ３，０００円  

行事費   実費  

保護者会費  １月あたり  ５００円  

卒園積立金  １月あたり  ２００円  

預かり保育に係る費用  

 

平日   

標準時間  保育料に含まれる  

短時間  １時間ごとに１００円  

土曜日   保育料に含まれる  

 

【３号認定子ども（保育認定 ０・１・２歳児〈標準時間・短時間〉）】  

利用者負担  利用子どもが移住する市町村が定める利用者負担  (保育料 ) 

上乗せ徴収  施設費  １月あたり  １，２００円  

実費徴収  

給食費   １月あたり  保育料に含まれる  

冷暖房費  １月あたり  ５００円  

園バス申込金 (２歳児から ) 申込時１回  ２，０００円  

園バス会費 (２歳児から ) １月あたり  ３，０００円  

行事費   実費  

保護者会費  １月あたり  ５００円  

卒園積立金  １月あたり  ２００円  

預かり保育に係る費用  

 

平日   

標準時間  保育料に含まれる  

短時間  １時間ごとに１００円  

土曜日   保育料に含まれる  
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（８）支払方法  

口座振替  第四北越銀行  

支払期日  毎月５日  ４月９月のみ１０日  

 

（９）提供する特定教育・保育の内容  

子ども・子育て支援法、その他関係法令を遵守し、幼稚園教育要領に基づき、利用子

どもの心身の状況などに応じて、特定教育・保育を提供します。  

キリスト教主義に基づき、祈る心、人を愛する心を養います。  

 自園調理の給食を週 5 日提供します。和食を中心に苦手なものも食べて、健康な子ど

もに育つよう指導します。  

 

 

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式、保護者会総会  

５月  歩き遠足 (4.5 歳児 )、よもぎだんご作り  

６月  プール指導（4.5 歳児）、保育参観  

７月  おとまり会（5 歳児）、水まつり  

９月  防災訓練、運動会  

１０月  親子遠足（3.4.5 歳児）、ハロウィンパーティー  

１１月  収穫感謝・子ども祝福式、保育参観 (3.4.5 歳児 ) 

１２月  クリスマス発表会、おもちつき  

１月  保育参観 (1.2 歳児 ) 

２月  豆まき、相撲大会  

３月  お別れ会、卒園式  
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（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】  

利用者の内定  施設の管理者が定めた選考方法による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

・１号認定の子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

・登園は９時までにお願いします。  

・当日に欠席、または登園が遅れることを連絡する場合は７時３０

分から９時までの間に電話でご連絡ください。園バスご利用の方

はバス発車の５分前までにご連絡ください。  

・降園時間は原則として２時３０分です。緊急の場合でお迎えが遅

れる場合にはご連絡ください。園バスご利用の方はバス発車予定

時刻の２０分前までにご連絡ください。  

 

（１２）嘱託医  

医療機関の名称   藤林内科医院  

医院長名   藤林  陽三  

所在地   上越市西城町３－１３－１６  

電話番号   025-523-5401 

 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  水野歯科クリニック  

医院長名   水野  吉広  

所在地   上越市本町５－３－２３  

電話番号   025-525-7087 
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（１４）緊急時における対応方法  

 特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利

用子どもの保護者または緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を

講じます。  

【管轄する消防署】  

消防署名   上越南消防署  

所在地   上越市北城町１丁目１６番１号  

電話番号   025-525-1198 

【管轄する警察署】  

警察署名   上越警察署高田交番  

所在地   上越市西城町３丁目７−５  

電話番号   025-524-1902 

 

（１５）非常災害対策  

防火管理者   諸岡  研史  

消防計画届出年月日   ２０２０年２月２７日  

避難訓練   避難及び消火を想定した訓練を月１回実施します。  

防災設備   消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所   上越市立大町小学校  

緊急時の連絡手段   一斉メール、携帯電話、貼り紙などでの情報提供  

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者   片岡宏子   大島真弓  

相談・苦情解決責任者   諸岡研史  

 

【要望・苦情等への対応方法】  

 要望・苦情等を受けつけた場合には、適切に対応し、改善を図るように努めます。  

 

 

                   ８  



                        

 

 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  日本スポーツ振興センター  災害共済給付  

保険の内容  医療費、障害見舞金、死亡見舞金  

 

 

（１８）個人情報の取り扱い  

特定教育・保育の提供に当たって、職員および職員であった者が知り得た個人情報や

秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することは

ありません。  

 

 

（１９）その他保護者に説明すべき事項  

緊急時の連絡等は、一斉メールにてお伝えしますので、メール登録をお願いします。  

詳細は後日お知らせします。  

 

就学や発達における支援について、就学先の小学校や各種関係機関との連携をはかり

ます。また、個人の発達段階や支援内容について各機関に提示させていただきます。  
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